
 

 

 

 

 

１ 育児休業・介護休業制度 

○ 育児休業は子が１歳に達する日以後、最初の３月３１日まで取得可能。また、会社

が認めた場合はさらに２週間延長可能  
○ 介護休業は対象家族ごとに同一事由につき２回、通算１年まで取得可能。また、取

得事由、期間、回数、対象家族の要件とも法を上回る  
○ 毎年育児休業取得者があり、平成１６年度は１００％の復職率、平成１７年度は３

３％の復職率である。尚、平成１８年度の育児休職取得者は 6 人おり、その内 5 名は
全員復職予定。（残り１名は平成１９年度末に復職予定）  
○ 過去３年間に男性の育児休業取得者、介護休業取得者ともあり  
 

２ 勤務時間短縮等の措置 

○ フレックスタイム制度あり  
○ 短時間勤務フレックス制度（実働７時間４５分を６時間）があり、育児の場合は子

が小学校就学始期に達するまで、介護の場合は介護事由消滅まで利用可能  
○ 過去３年間に育児のための短時間勤務フレックス制度利用者あり  
 

３ その他の制度 

○ 家族看護休暇は年 5 日あり、小学校就学前の子の看護事由により家族看護休暇を取
得しようとする場合は、その家族看護休暇を申請した時点における残日数を含めて通

算して 5 日を限度に取得することが出来る。また半日単位での利用可能  
○ 年次有給休暇の半日休暇制度（１年度１８回日）あり  
○ 日立グループ社員用の託児所が利用可能  
○ 介護休職給付金制度があり、介護休業中の社会保険料相当額を会社から見舞金とし

て支給  
 

４ 社内環境整備 

 ○ 欠員補充は派遣社員の配置、採用計画に基づく新人の採用・配置により対応  
○ 職場復帰のための情報提供を実施  
○ 日立製作所（株）の企業方針である仕事と家庭の両立と女性の活躍支援施策（ＦＦ

プラン）に基づき、グループ会社が活動を実施  
 

日立ＩＮＳソフトウェア株式会社 

業種：情報通信業  労働者数：７１７名（うち女性１０３名） 


